
 

届出書記載要領 

「設置者」欄 〔個人開設の場合〕 

・ 設置者である個人の住所（住民票のある住所地）を記載する。 

・ 設置者である個人の氏名を記載する。 

・ 電話番号は、設置者の自宅の電話番号を記載する。 

・ E-mailは、設置者のメールアドレスを記載する。 

〔法人開設の場合〕 

・ 住所には、法人の主たる事務所の所在地を記載する。 

・ 氏名には、法人の名称及び代表者の職・氏名を記載する。 

・ 電話番号は、法人の主たる事務所の電話番号を記載する。 

・ E-mailは、法人のメールアドレスを記載する。 

１. 変更区分 該当する事項の□を☑にすること。 

２. 変更理由（具体的

に） 

変更理由を詳細に記載する。 

３. 変更年月日 ・ 実際に変更した年月日を記載する。 

・ 変更後１０日以内の届出であること。 

・ 遅延している場合は理由書を添付すること。 

４．変更内容 ・ 変更する内容について、その新旧内容を記載する。 

・ 添付資料として提出する場合は、変更前後いずれの資料かが分かるように記載

する。 

①設置者の住所及び

氏名 

〔個人開設の場合〕 

・ 設置者である個人の住所（住民票のある住所地）を記載する。 

・ 設置者である個人の氏名を記載する。 

・ 電話番号は、設置者の自宅の電話番号を記載する。 

〔法人開設の場合〕 

・ 住所には、法人の主たる事務所の所在地を記載する。 

・ 氏名には、法人の名称及び代表者の職・氏名を記載する。 

・ 電話番号は、法人の主たる事務所の電話番号を記載する。 

※ 単に法人の名称を変更する場合は当該届出書によるが、設置者の変更は廃止・

設置手続きが必要。 

②施設の名称 医療法や医療広告等ガイドラインに違反する名称でないこと。 

事  案 オンライン診療受診施設として届出した事項に変更が生じた場合 

根拠法令 医療法施行令第４条第４項 

提出期限 変更後１０日以内 様式 様式２ 

添付書類 ・ 定款、寄附行為又は条例の変更の場合：定款等の写し（設置者による原本証明

が必要） 

・ 敷地面積の変更の場合：新旧敷地平面図 

・ 建物の構造概要の変更の場合：新旧の建物平面図 

提出部数 １部 

手数料  なし 



③設置の場所 ・ 住居表示法が実施されている地域は、これによる。 

「○丁目○番○号」、「○番○号」と省略せずに記載する。 

・ 住居表示法が未実施の場合、地番で記載する。 

・ ビル内での開設の場合は、ビルの名称と階数を記載する。 

「○×ビル○階」 

・ 電話番号は、開設した施設の電話番号を記載する。 

※ 移転（同一敷地内の移転を除く）、継承による住所の変更は、廃止・設置手続き

が必要。 

④敷地の面積及び平

面図 

・ 施設にかかる敷地面積を記載する。（小数点第２位まで） 

・ 敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一

団の土地である。 

⑤建物の構造概要及

び平面図 

・ 建物延床面積は、当該施設建物の各階床面積の合計を記載する。ビル内施設の

場合、当該ビル建物の各階床面積の合計を記載する。（小数点第２位まで） 

・ 施設面積は、当該建物の施設部分の面積を記載する。（小数点第２位まで） 

・ 構造種別は、「鉄筋コンクリート」「木造」等を記載する。 

・ 平面図は施設部分が明確に分かるよう、赤線で囲む。寸法、面積及び各室名を

記載する。洗面台及びカーテンレール等の固定物を記載する。施設面積を記載

する。施設が２階以上にわたる場合、各階の平面図を添付する。 

⑥（法人の場合）定款、

寄付行為又は条例 

定款、寄附行為は設置者による原本証明が必要。 

⑦（法人の場合）管

理・運営責任者の氏

名・連絡先 

・ 管理・運営責任者である個人の氏名を記載する。 

・ 保健所等が連絡できる連絡先の電話番号を記載する。 

 

添付書類の記載要領 

敷地平面図 敷地面積が分かるよう、敷地平面図の中に記載する。（小数点第２位まで） 

建物平面図 ・ 施設部分が明確に分かるよう、赤線で囲む。 

・ 寸法、面積（小数点第２位まで）及び各室名を記載する。 

・ 患者がオンライン診療を受ける場所（物理的に外部から隔離された空間）が明

確に分かるように記載する。 

・ 洗面台等の固定物は実線で記載する。非固定物は点線で記載する。 

・ 施設面積を記載する。（小数点第２位まで） 

・ 施設が２階以上にわたる場合、各階の平面図を添付する。 

・ 床面積は、建築基準法による床面積を記載する。（小数点第２位まで） 

定款、寄付行為又は条

例 

定款、寄附行為は設置者による原本証明が必要。 

 


